
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域
の
指
定 

（
総
合
交
通
対
策
課
）　

　

一

〇
病
院
の
開
設
等
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（
医
療
整
備
課
）　

　

一

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
飼
料
試
験
結
果
の
公
表 

（
畜　

産　

課
）　

　

二

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

　

定 

（
契　

約　

課
）　

　

五

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
三
号

　

宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
六
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
四
号

　

病
院
の
開
設
等
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

病
院
の
開
設
等
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

病
院
の
開
設
等
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
五
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
条
中
「
宮
城
県
地
域
保
健
医
療
計
画
（
以
下
「
保
健
医
療
計
画
」
を
「
宮
城
県
地
域
医
療
計
画
（
以
下
「
医
療

計
画
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
保
健
医
療
計
画
」
を
「
医
療
計
画
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
保
健
医
療
計
画
等
」
を
「
医
療
計
画
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
保
健
医
療
計
画
」
を

「
医
療
計
画
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
五
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
六
号
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塩
竈
市
尾
島
町

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
一
丁
目

か
ら
五
丁
目
ま
で

大
崎
市
古
川
北
町
一
丁
目
、
台
町

及
び
東
町

平
成
二
十
四
年
二
月
十
五
日

平
成
二
十
四
年
二
月
十
五
日

平
成
二
十
四
年
二
月
十
五
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
及

び
四
丁
目
並
び
に
国
分
町
一
丁
目

か
ら
三
丁
目
ま
で

石
巻
市
立
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目

並
び
に
中
央
二
丁
目

指　
　

定　
　

日

平
成
二
十
四
年
二
月
十
五
日

平
成
二
十
四
年
二
月
十
五
日

指　

定　

期　

間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

名　
　
　

称

み
や
ぎ
県
南
中
核
病
院

医
療
法
人
徳
洲
会
仙
台

徳
洲
会
病
院

所　
　

在　
　

地

柴
田
郡
大
河
原
町
字
西
三
十
八

－

一
仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
駕
籠
沢

十
五

認
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二
月
一

日平
成
二
十
四
年
二
月
十

五
日

認
定
の
有
効
期
限

平
成
二
十
七
年
一
月
三

十
一
日

平
成
二
十
七
年
二
月
十

四
日



　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が

次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
七
号

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事

業

所

番

号

〇
四
一
五
四
〇
〇
五
八
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

一
寿
園

仙
台
市
太
白
区
富
田
字
南
ノ
西
二
十
六
番
地

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

一
寿
会

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
四
年

三
月
三
十
一
日

安
全
性
に
関
す
る
検
査

平
成
23年

11月
収
去

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

試
　
　
験
　
　
項
　
　
目

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物

の
区
分

収
去
場
所

製
造
事
業
場
等
の
名
称

及
び
所
在
地

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
23.10

マ
ル
中
印
若
令
牛
育
成
用
配
合

飼
料
α
ハ
イ
グ
ロ
ア
ー
Ｆ

若
令
牛
育
成
用
配
合
飼

料
同
左

株
式
会
社
青
沼
商
店

大
崎
市

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
23.10

ノ
ー
サ
ン
印
若
令
牛
育
成
用
配

合
飼
料
Ｓ
ノ
ー
サ
ン
ビ
ー
フ
子

牛
用

若
令
牛
育
成
用
配
合
飼

料

同
左

株
式
会
社
エ
フ
・
テ
ィ
・

エ
ス
大
崎
市

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
23.10

Ｌ
パ
ン
Ａ

食
パ
ン
発
酵
飼
料

同
左

有
限
会
社
エ
コ
ロ

ジ
ー
・
プ
ロ
ダ
ク
ツ

仙
台
市

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
23.11

Ｌ
パ
ン
Ｂ

豚
用
食
品
残
渣
発
酵
飼

料

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
23.11

Ｒ
Ｂ
－
2000

混
合
飼
料

同
左

バ
イ
オ
バ
ン
ク
株
式
会

社名
取
市

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
23.11

モ
ル
ト
フ
ィ
ー
ド
／
サ
ッ
ポ
ロ

サ
イ
レ
ー
ジ

ビ
ー
ル
粕
飼
料

同
左

サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
株
式

会
社
仙
台
工
場

名
取
市

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
23.11

焙
煎
粉
砕
大
豆

粉
砕
大
豆

同
左

有
限
会
社
三
ツ
橋
搾
油

所仙
台
市

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
23.10

豊
年
和
牛
家
族

肉
牛
繁
殖
・
若
令
牛
育

成
用
配
合
飼
料

同
左

武
陽
食
品
株
式
会
社
飼

料
部
宮
城
営
業
所

美
里
町
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無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
23.11

ク
リ
ー
ン
カ
ル
－
M
g60

ミ
ネ
ラ
ル
入
り
混
合
飼

料
同
左

ナ
ー
リ
ン
株
式
会
社
東

北
工
場

大
郷
町

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
23.9

ネ
オ
・
ナ
ー
リ
ン

ミ
ネ
ラ
ル
入
り
混
合
飼

料

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
23.8

デ
ィ
リ
ー
ベ
ー
ス
ア
ス
タ
プ
ラ

ス
マ
ッ
シ
ュ

ビ
タ
ミ
ン
・
ミ
ネ
ラ
ル

入
り
混
合
飼
料

同
左

オ
バ
ナ
ヤ
・
セ
メ
ン

テ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
東

北
工
場

大
郷
町

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
23.9

ハ
イ
コ
ロ
ペ
レ
ッ
ト
Ｍ

牛
用
混
合
飼
料

同
左

ア
グ
ロ
ケ
ミ
テ
ッ
ク
株

式
会
社
東
北
工
場

大
郷
町

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
23.11

粉
砕
天
日
塩

食
塩

同
左

第
一
商
事
株
式
会
社
東

北
支
店

仙
台
市

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
23.11

モ
ル
ト
サ
イ
レ
ー
ジ

牛
用
混
合
飼
料

同
左

ニ
ッ
カ
ウ
ヰ
ス
キ
ー
株

式
会
社
仙
台
工
場

仙
台
市

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
23.11

モ
ル
ト
フ
ィ
ー
ド
Ｇ

牛
用
混
合
飼
料

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
23.7

ハ
イ
グ
ロ
ス

牛
用
混
合
飼
料

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
23.11

Ｎ
Ａ
パ
ワ
ー
ミ
ッ
ク
ス

乳
用
牛
飼
育
用
混
合
飼

料
同
左

永
根
民
司
　
永
根
物
産

大
崎
市

安
全
性
に
関
す
る
検
査

平
成
23年

12月
収
去

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

試
　
　
験
　
　
項
　
　
目

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物

の
区
分

収
去
場
所

製
造
事
業
場
等
の
名
称

及
び
所
在
地

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
23.11

牛
用
蔵
王
発
酵
飼
料
　
育
成
期

用
Ｃ
Ｃ
ブ
レ
ン
ド
１

牛
用
混
合
茶
抽
出
残
さ

混
合
飼
料

同
左

財
団
法
人
蔵
王
酪
農
セ

ン
タ
ー
宮
飼
料
工
場

蔵
王
町

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
23.12

Ｔ
Ｍ
Ｒ
元
気
な
子
牛

牛
飼
育
用
混
合
飼
料

同
左

菅
原
三
郎
　
金
成
Ｔ
Ｍ

Ｒ
セ
ン
タ
ー

栗
原
市
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無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
23.12

麺
く
ず

麺
く
ず

同
左

奥
州
白
石
温
麺
協
同
組

合
白
石
興
産
工
場

白
石
市

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
23.12

ニ
チ
レ
イ
フ
ー
ズ
発
酵
飼
料

食
品
残
さ
発
酵
乾
燥
飼

料

同
左

株
式
会
社
ニ
チ
レ
イ

フ
ー
ズ
白
石
工
場

白
石
市

栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

平
成
23年

11月
収
去

違
反
の
内
容

試
験

結
果

の
概

要
製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

飼
料
の
名
称

収
去
場
所

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

そ
の
他

の
検
査

Ｍ
　
Ｅ

kcal/
　
　
㎏

Ｔ
Ｄ
Ｎ

　
　
％

ペ
プ
シ

ン
消
化

率
　
％

水
溶
性

窒
素
　
　
％

揮
発
性

塩
基
性

窒
素
％

粗
灰
分

　
　
％

粗
繊
維

　
　
％

り
　
ん

　
　
％

カ
ル
シ

ウ
ム
　
　
％

粗
脂
肪

　
　
％

粗
た
ん

白
質
　
　
％

無
3.9

2.9
0.45

0.89
3.9

13.8
H
23.12

肥
育
用
５

同
左

株
式
会
社
サ
イ
ボ
ク
飼

料栗
原
市

（
注
）
　
飼
料
が
，
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
27条

第
１
項
，
第
29条

第
２
項
又
は
第
30条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
場
合
に
は
，
飼
料
の
名
称
の
前
に
「
〇 規 
」

を
付
け
て
い
る
。

違
反
の
内
容

試
験

結
果

の
概

要
製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

飼
料
の
名
称

収
去
場
所

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

そ
の
他

の
検
査

Ｍ
　
Ｅ

kcal/
　
　
㎏

Ｔ
Ｄ
Ｎ

　
　
％

ペ
プ
シ

ン
消
化

率
　
％

水
溶
性

窒
素
　
　
％

揮
発
性

塩
基
性

窒
素
％

粗
灰
分

　
　
％

粗
繊
維

　
　
％

り
　
ん

　
　
％

カ
ル
シ

ウ
ム
　
　
％

粗
脂
肪

　
　
％

粗
た
ん

白
質
　
　
％

無
5.7

5.7
0.49

1.18
2.7

16.6
H
23.10

マ
ル
中
印
若
令
牛
育
成

用
配
合
飼
料
α
ハ
イ
グ

ロ
ア
ー
Ｆ

同
左

株
式
会
社
青
沼
商
店

大
崎
市

無
5.9

7.0
0.55

1.24
2.8

16.0
H
23.10

ノ
ー
サ
ン
印
若
令
牛
育

成
用
配
合
飼
料
Ｓ
ノ
ー

サ
ン
ビ
ー
フ
子
牛
用

同
左

株
式
会
社
エ
フ
・
テ
ィ
・

エ
ス
大
崎
市

6.0
9.2

0.49
1.00

3.2
17.9

H
23.10

豊
年
和
牛
家
族

同
左

武
陽
食
品
株
式
会
社
飼

料
部
宮
城
営
業
所

美
里
町

栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

平
成
23年

12月
収
去



 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　

１　

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
基
体
（
優
良
）　

二
百
二
十
箱

　

２　

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
基
体
（
一
般
）　

百
七
十
箱

　

３　

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
基
体
（
新
規
）　

二
十
八
箱

　

４　

Ｉ
Ｃ
用
高
速
型
用
リ
ボ
ン
セ
ッ
ト　

百
八
十
八
箱

　

５　

Ｉ
Ｃ
免
許
用
本
籍
等
印
字
用
紙　

十
箱

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
四
年
二
月
六
日

四　

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
所
在
地　

株
式
会
社　

Ｄ
Ｎ
Ｐ
ア
イ
デ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム　

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁

目
三
番
十
七
号

五　

契
約
金
額　

二
億
二
千
七
百
三
十
八
万
五
千
八
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由
｛
地
方
公
共
団
体
の
物
品
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十

六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
｝
該
当

（5）　 平成24年２月17日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2332号　　 


